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オフィスあんしん光サービス 利用規約 

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 

 
第 1 条（利用規約の適用） 

1. 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社(以

下、当社といいます。）は、オフィスあんしん光サー

ビスの管理、運営者として、オフィスあんしん光サー

ビス利用規約(以下、本利用規約といいます。）を定め

ます。 

2. 当社、当社の販売会社、または当社の販売会社が指定

した販売店(以下、サービス提供者といいます。）は、

本利用規約を遵守することを条件として、オフィス

あんしん光サービスを契約していただいたお客様

(以下、サービス利用者といいます。）に第 4 条に定め

るサービス(以下、本サービスといいます。)を提供し

ます。 

3. 本サービスは東日本電信電話株式会社、西日本電信

電話株式会社(以下、NTT 東西といいます。）が提供す

る光コラボレーションモデルを活用し、サービス提

供者がサービス利用者に対し、光回線と当社のサー

ビスを一体的に提供するものです。 

4. 本サービスの提供条件について、本規約に定めなき

事項に関しては、NTT 東西が定める IP 通信網サービ

ス契約約款(以下、IP 契約約款といいます。）および

NTTPC コミュニケーションズ株式会社が定める

InfoSphere IP シリーズ利用規約に準ずるものとし

ます。 

5. 本サービスを提供するにあたり、サービス提供に必

要となるサービス利用者の情報をNTT東西及びNTTPC

コミュニケーションズへ提供することについて、サ

ービス利用者は同意するものとします。 

第 2 条 (利用規約の変更) 

1. 当社は、本利用規約を変更することがあります。この

場合の利用条件は、変更後の利用規約によります。 

2. 本利用規約の変更にあたっては、当社はサービス利

用者にその内容を通知するものとします。ただし、文

言の修正等、サービス利用者に大きな不利益を与え

るものではない変更の場合には、事前の通知を省略

することができるものとします。なお、サービス利用

者が変更内容に同意しない場合は、サービス提供者

は本サービスの提供を継続する義務を負わず、サー

ビス利用者は、変更が有効になる前に本サービスを

解約し、本サービスの利用を中止するものとします。

この場合において解約されないときは、新しい利用

規約がサービス利用者に適用されるものとします。 

第 3 条（定義） 

1. 本利用規約において、次の用語を以下のとおり定義

するものとします。 

(1) 光回線サービスとは、本サービスにもとづき、

当社が指定する方式でサービス利用者に提供さ

れる光回線網を利用した通信サービスを意味し

ます。 

(2) インターネットサービスプロバイダーサービス

(以下、ISP サービスといいます。)とは、本サー

ビスにもとづき、当社が指定する方式でサービ

ス利用者に提供されるインターネット接続サー

ビスを意味します。 

(3) 動的 IP とは、都度割り振られた IP を利用する

方式で、不特定の IP を利用できるサービスを意

味します。 

(4) 固定 IP とは、特定の IP を利用する方式で、IP

を固定して利用できるサービスを意味します。 

(5) 終端装置とは、光回線サービス利用の際に必要

となる、サービス利用者がサービスを利用する

場所に、サービス提供者が設置する機器(VDSL

装置含む)を意味します。 

(6) 回線手配サービスとは、本サービスを利用する

ために必要となる回線手配に関しサービス提供

者が代行実施する事務手続きを意味します。 

(7) お客様管理者とは、本サ―ビスの利用に関し、

サービス提供者との連絡を担当するサービス利

用者が指定する者を意味します。 

(8) サービス契約とは、サービス利用者とサービス

提供者との間で成立するオフィスあんしん光サ

ービスに関する契約を意味します。 

(9) 初期費用とは、サービス提供者が本サービスの

提供準備のために必要となる、各種代行事務手

続きにかかる費用を意味します。 

第 4 条（本サービスの内容） 

サービス提供者がサービス利用者に提供する本サービス

の内容は、次のとおりとします。 

1. オフィスあんしん光サービス 

サービス提供者は、サービス提供者が指定する方式

で、光回線網および ISP 網を利用した IP 通信サー

ビスをサービス利用者に提供します。 

2. 回線手配サービス 

(1) サービス提供者は、必要に応じて本サービスを

利用するにあたり必要となる、サービス提供者

側およびサービス利用者側の構内で行われる各

種設定、設置、配線工事等に関する回線手配サ

ービスを提供します。 

(2) サービス利用者側の構内での回線手配サービス

が必要でない場合は、サービス提供者が終端装

置等を送付し、サービス利用者が利用準備を行

うものとします。 

(3) 回線手配サービスに伴う作業は、NTT 東西が所

定の条件にもとづいて実施するものとします。 

(4) サービス利用者の設備状況などにより、回線手

配サービスの実施に時間を要し本サービスの利

用開始に時間を要する、回線手配サービスが実

施できず本サービスが利用できない等が起きる

場合があります。 

3. 前 2 項のサービスを提供する時間帯は、次のとおり

とします。 

国民の祝日および年末年始（サービス提供者所定）

を含む次の時間帯 

0：00 から 24：00 

※ただし、各種メンテナンスにより本サービスが停

止する場合を除く。 

4. 回線手配サービスについて、休日、夜間、深夜帯、年

末年始およびサービス利用者の指定する時刻に作業

を実施する場合には、別途加算料金が発生します。 

5. 各サービス共通 

(1) サービス提供者は、サービス提供者が指定する

連絡先においてお客様の日本語での問い合わせ
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に対し日本語で助言します。ただし、お客様の

問い合わせは本サービスの範囲に限るものとし、

また、光回線サービスおよび回線手配サービス

の対応等を一切保証するものではありません。 

(2) サービス提供者が前号の問い合わせ対応をサー

ビス利用者に提供する時間帯は次のとおりとし

ます。 

· 問い合わせ受付時間 

土曜日、日曜日、国民の祝日および年末年始

（サービス提供者所定）を除く次の時間帯 

 9:00 から 12:00、および 13:00 から 17:30 

 

3. 本サービスは、IP 契約約款によって定められた提供

区域に提供します。ただし、サービス提供者が提供不

可と判断した場合、本サービスを提供しない場合が

あります。 

第 5 条（申込および承諾） 

1. 利用申込者は、本利用規約を承諾の上、サービス提供

者所定の方法により本サービスの利用申込を行うも

のとします。 

2. 本サービスの利用を申し込む(本利用規約第 6条の方

法も含む）ときは、利用申込者はサービス提供者指定

の様式にて必要となる事項を提出するものとします。

また、利用申込者は、サービス提供者が本サービスの

提供に必要な範囲において、委託先等に利用申込者

の情報を提供することを承諾するものとします。 

3. 次の各号に該当する場合には、サービス提供者は本

サービスの利用申込を拒絶することがあります。こ

の場合において、サービス提供者は、利用申込者に対

し、その旨を通知します。 

(1) 本サービスの提供が技術的に困難と思われると

き。 

(2) 利用申込者がサービス契約上の債務の支払を怠

るおそれがあるとき。 

(3) 利用申込者が本サービスの利用を申し込む際の

サービス提供者指定の様式にことさら虚偽の事

実を記載したとき。 

(4) 利用申込者が、過去、本サービス他当社のサー

ビスにおいて、利用規約の規定に違反したこと

があるとき。 

4. サービス提供者は、前項にあげる場合以外に、別途定

める審査基準に従い申込を審査します。利用申込に

対し、審査基準に適合しない場合は、サービス提供者

は本サービス利用の申込を承諾しないことがありま

す。 

5. サービス提供者が申込を承諾しない場合には、利用

申込者に対し書面またはその他の方法でその旨を通

知します。 

6. サービス提供者が、本サービスの利用の申込を承諾

した場合は、利用開始日を別途定める方法によりサ

ービス利用者に通知します。本サービスに関する利

用契約の成立日は、この利用開始日とします。 

7. 本サービスの手配完了後にサービス提供者は「ご利

用開始のお知らせ(メール)」を送付し、サービス利用

者に契約商品、設定情報等を通知するものとします。

サービス利用者は、当該通知にもとづく情報をサー

ビス利用者の責任で管理するものとします。 

第 6 条（転用・事業者変更） 

1. NTT 東西と契約を締結した IP 通信網サービスのう

ち、NTT 東西が定める種類の回線は、本サービスに

移行すること(以下、転用といいます。）ができます。

また、他社の光コラボレーション事業者と契約を締

結した IP 通信網サービスのうち、NTT 東西の定める

コラボ光回線サービス(以下、他社特定回線サービス

といいます。)を本サービスへ、本サービスを他社特

定回線サービスへ移行すること(以下、事業者変更と

いいます。）ができます。 

2. 転用する場合、サービス提供者指定の様式にて必要

となる事項を提出するものとします。 

3. 本サービスから他社特定回線サービスに事業者変更

する場合、サービス提供者所定の料金を請求します。 

4. 転用に際し、IP 通信網サービスの契約者(IP 通信網

サービス契約者より委任された者も含みます）は 

NTT 東西が指定する方法で、NTT 東西に転用承諾を

得るものとします。 

5. 転用承諾手続きについて、IP通信網サービスの契約

者と委任された者の間の争議について、サービス提

供者は一切の責任を負いません。 

6. 他社特定回線サービスから本サービスに事業者変更

する場合、サービス提供者指定の様式にて必要とな

る事項を提出するものとします。 

7. 事業者変更に際し、IP 通信網サービスの契約者(IP 

通信網サービス契約者より委任された者も含みます）

は他の光コラボレーション事業者が指定する方法で、

事業者変更承諾を得るものとします。 

8. 事業者変更承諾手続きについて、IP 通信網サービ

スの契約者と委任された者の間の争議について、サ

ービス提供者は一切の責任を負いません。 

第 7 条（契約変更） 

1. 利用開始時からサービス利用者の利用者情報や申込

内容等に変更がある場合は、サービス利用者はサー

ビス提供者所定の方法にてサービス提供者へ契約の

変更を請求するものとします。 

2. サービス提供者は、前項の請求を承諾した場合は、サ

ービス利用者に対し当該変更内容について別途定め

る方法で通知します。 

3. 契約変更の請求を承諾することがサービス提供者の

業務遂行上支障があるときは、その請求を承諾しな

いことがあります。 

第 8 条（終端装置の貸与） 

1. サービス提供者は、１つのオフィスあんしん光サー

ビスにつき、1 台の当社が指定する機種の終端装置を

貸与します。 

2. サービス利用者は終端装置とサービス利用者の端末

を、LAN ケーブルで接続するものとします。 

3. サービス提供者は、終端装置をその目的に従った利

用をした場合に正常に機能することのみを保証しま

す。 

4. 前項の場合、サービス利用者が本サービス以外に接

続するために、終端装置を利用したことに起因して

発生した不具合については、その予見可能性の有無

を問わずサービス提供者は、その責を負わないもの

とします。 

5. サービス提供者はサービス契約の期間内において、

終端装置が本来の目的に従った使用をしていたのに

もかかわらず、サービス利用者の責任ではない故障

が発生した場合に限り、サービス提供者の負担で修

理もしくは交換を行います。修理・交換作業について

は別途サービス提供者が定める方法にて行うことと

します。 

6. 次に掲げる事項は前項の修理・交換作業には含まれ

ないものとします。 
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(1) サービス利用者の行ったファームウェアのアッ

プグレード作業が失敗した際の復旧作業。 

(2) 本サービスを提供する上で必要のない、ファー

ムウェアのアップグレードおよびそのインスト

ール作業。 

(3) 設定変更、設置場所変更に関する作業、および

そのための技術支援。 

(4) サービス利用者による移動時の落下、衝撃等、

甲の不適正な取扱いにより生じた故障、破損等。 

(5) 火災、塩害、ガス害、地震、落雷および風水害、

その他天災地変または異常電圧等外部要因に起

因する故障および損傷等。 

(6) サービス利用者の使用上の誤り、または不適正

な改造、修理等による故障、破損等。 

(7) サービス利用者が対象 CPE に対して分解、改造

等がなされた場合。 

(8) その他上記各号に類する事項。 

7. サービス利用者は、終端装置の利用にあたり次の各

号の行為を行ってはならないものとします。 

(1) 終端装置を日本国外に持ち出すこと。 

(2) 終端装置を譲渡または担保に供すること。 

(3) 終端装置を転貸または売却して第三者に利用さ

せること。 

(4) 終端装置を分解、解析、改造、改変などして、

引渡時の原状を変更すること。 

(5) 有償、無償を問わず、終端装置に付属するプロ

グラムの全部または一部の第三者への譲渡、使

用権の設定、その他第三者に使用させること。 

(6) 終端装置に付属するプログラムの全部または一

部を複製、改変、その他通信端末のソフトウェ

アに関する著作権その他の知的財産権を侵害す

る行為。 

8. 前項に定める禁止行為に違反その他サービス利用者

の責任で終端装置を亡失または毀損した場合には、

サービス提供者またはサービス提供者が指定するも

のが当該装置を復旧または修理するものとし、その

費用はサービス利用者が負担するものとします。ま

た、復旧、修理が不可能である場合は当該装置の代価

を損害賠償として負担するものとします。 

9. サービス利用者が第 6 項に定める禁止行為に該当す

る行為を行っているとサービス提供者で判断した場

合、サービス提供者は、本サービスの提供を停止する

ほかに、サービス利用者の違反行為に対しての苦情

対応に要した稼働等の費用、およびサービス提供者

がサービス利用者の違反行為により被る損害費用等

をサービス利用者に請求することがあります。 

10. サービス利用者の責任により終端装置が故障した場

合、その修理もしくは交換の費用および設置に関す

る費用については、サービス利用者の負担とし、サー

ビス利用者は指定された代金をサービス提供者に支

払うこととします。 

11. サービス利用者がサービス契約の解約を通知した場

合、サービス利用者は、サービス提供者の指示に従い

指定する期間内に、終端装置を返還するものとしま

す。ただし、サービス提供者はサービス利用者に通知

して終端装置を譲渡することができるものとし、サ

ービス利用者はこれを承諾するものとします。なお、

この場合、サービス提供者は譲渡された終端装置に

ついて、品質の保証、トラブル、第三者からの苦情等、

何ら責任を負わないものとします。 

12. 前項の期間内に、サービス利用者が終端装置をサー

ビス提供者に返還しない場合、サービス提供者はサ

ービス利用者に対して、違約金を請求することがで

きるものとします。なお、違約金は別途算定した金額

とします。 

第 9 条（提供条件） 

1. サービス提供者は、サービス利用者が管理するネッ

トワークとサービス提供者の管理するネットワーク

を、加入者回線を介して接続します。 

2. サービス利用者のネットワーク接続装置とサービス

提供者のネットワーク接続装置とを接続するために

使用される加入者回線および加入者回線に付随する

回線接続装置、屋内配線等を設置するために必要と

なる場所は、サービス利用者が提供することとしま

す。 

3. 通信速度は、終端装置から NTT 東西の設備までの間

における技術規格上の最大値であり、サービス利用

者の実使用速度を示すものではありません。仕様速

度はインターネット利用時の利用環境、回線の混雑

状況によって大幅に低下する場合があります。 

4. サービス提供者は、サービス利用者とのサービス契

約の成立にもとづき、利用環境の準備、機器の手配な

どの作業を実施します。当該作業にあたり、サービス

利用者は初期費用として初期登録手数料と回線手配

費用をサービス提供者に支払うものとします。なお、

この初期費用には、ルーター等のネットワーク機器

の設定作業や PC・サーバー等の端末機器の設定作業

は含みません。 

5. 本サービスの利用開始までにかかる期間は、サービ

ス利用者の利用場所および設備状況、回線手配サー

ビスの作業内容等により異なります。 

6. 本サービスの利用期間はサービス契約の開始日から

サービス利用者が解約手続きを完了するまでの期間

とします。 

7. 本サービスの最低利用期間は 1 年間とし、サービス

利用者がサービス契約の開始日から 1 年以内で解約

する場合は、サービス提供者に対し最低利用期間の

未経過分のサービス利用料を解約金として一括でサ

ービス提供者へ支払うものとします。ただし、お客

様事業所の移転に伴う回線のご利用場所の変更は解

約とはならず、上記の解約金も発生しません。 

8. サービス利用者が本サービスを利用できる環境は本

サービスの利用申し込み時に申告した条件のとおり

とします。 

9. サービス利用者はお客様管理者を少なくとも 1名（最

多 2 名まで）選任し、サービス提供者に通知するもの

とします。 

10. お客様管理者を変更する場合は、サービス利用者は

サービス提供者へ事前に通知するものとします。 

11. 第 4 条第 5 項第 1 号のサービス利用者からサービス

提供者が指定する連絡先への問い合わせは、お客様

管理者に限定するものとします。 

12. 本サービスの提供範囲は終端装置の設置までとなり

ます。ルーター等のネットワーク機器の設置、設定作

業や PC・サーバー等の端末機器の設定作業などは、

サービス利用者またはサービス利用者がサービス利

用者の責任で依頼した第三者が行うものとします。 

13. サービス提供者は、サービス利用者が次の各号に該

当するときは、事前に当該サービス利用者に通知す

ることなく、当該サービス利用者に対する本サービ

スの提供を停止することができるものとします。 

(1) サービス契約上の債務の履行を怠ったとき。 
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(2) 第 10 条に定めるサービス利用者の責任を果た

さなかった場合。 

(3) 直接または間接にサービス提供者または第三者

に対し、過大な負荷や重大な支障(設備やデータ

等の損壊を含むがそれに限定されない)を与え

たとき。 

(4) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限

及び発信者情報の開示に関する法律に関する申

告があり、その申告が妥当であるとサービス提

供者が判断する相当の理由があるとき。 

(5) 料金収納代行会社、金融機関等により、サービ

ス利用者が指定した支払い口座が使用すること

ができなくなったとき。 

(6) その他、サービス利用者が不適切と判断する行

為をなしたとき。 

14. サービス提供者は、次の場合には、本サービスの提

供を中止することができるものとします。 

(1) サービス提供者の通信設備の保守または工事の

ためやむを得ないとき。 

(2) サービス提供者が設置する通信設備の障害等や

むを得ないとき。 

(3) サービス利用者が加入する光回線にかかる電気

通信設備の保守または工事のためやむを得ない

とき。 

(4) サービス利用者が加入する光回線にかかる電気

通信設備の故障当やむを得ないとき。 

(5) 天災事変その他の非常事態が発生し、または発

生するおそれがあり、本サービスの利用の制限

を行うとき 

第 10 条（サービス利用者の責任） 

1. サービス利用者は本サービスの利用に際し提供され

る ID およびパスワードを厳重に管理するものとし、

これらの不正使用によりサービス提供者あるいは第

三者に損害を与えることのないように万全の配慮を

講じるものとします。また、サービス利用者は不正使

用に起因するすべての損害について責任を負うもの

とします。 

2. サービス利用者は、ID およびパスワードが第三者に

よって不正に使用されたことが判明した場合には、

直ちにサービス提供者にその旨を連絡するものとし

ます。 

3. サービス提供者は、ID およびパスワードの漏洩、不

正使用などから生じたいかなる損害について、一切

の責任を負わないものとします。 

4. サービス利用者は、届け出た連絡先電子メールアド

レスに常にサービス提供者からの電子メールが確実

に到達しうるようにし、サービス提供者から依頼の

あった場合には、それに対して遅滞なく応答を行う

こととします。 

5. サービス利用者の本サービスを利用する環境下での

本サービスの使用および管理に関する責任はサービ

ス利用者が負うものとし、本サービス利用環境の管

理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害

について、サービス提供者は、一切その責を負わない

ものとします。 

6. サービス利用者は、本サービスの利用に関連して、他

のサービス利用者、もしくは第三者に対して損害を

与えた場合、または他のサービス利用者、もしくは第

三者と紛争を生じた場合、自己の費用と責任で解決

するものとし、サービス提供者に何らの迷惑、または

損害を与えないものとします。 

7. サービス利用者は、本サービスの利用にあたり、以下

の行為を行わないものとします。 

(1) 法令に違反、またはそれに類似する行為 

(2) サービス提供者、あるいは第三者を差別、もし

くは誹謗中傷し、その名誉、信用、プライバシ

ー等の人格的権利を侵害する行為、またはそれ

に類似する行為 

(3) サービス提供者または第三者の著作権もしくは

その他の知的財産権を侵害する行為 

(4) サービス提供者または第三者の法的保護に値す

る一切の利益を侵害する行為 

(5) サービス提供者もしくは第三者に不利益もしく

は損害を与える行為、または損害を与えるおそ

れのある行為 

(6) 本サービスの提供を妨害する行為、またはその

おそれのある行為 

(7) コンピューターウイルス等他人の業務を妨害す

るもしくはそのおそれのあるコンピューター・

プログラムを、本サービスを利用して使用し、

もしくは第三者に提供する行為、またはそのお

それのある行為 

(8) 本サービスからアクセス可能な第三者の情報を

改竄し、または消去する行為 

(9) その他、他人の法的利益を侵害したり、公序良

俗に反する方法あるいは態様において本サービ

スを利用する行為 

第 11 条（免責事項） 

1. サービス提供者は、サービス提供者の責に帰すべき

事由を除き、本サービスの利用に起因するサービス

利用者あるいは第三者の損害(情報等が破損もしく

は滅失したことによる損害、またはサービス利用者

が本サービスから得た情報等に起因する損害を含む

がそれに限定されない。）について、直接的、間接的

問わず一切の法的責任を負わないものとします。 

2. サービス提供者は、不正アタック、ウイルス、通信上

の不法行為等によりサービス利用者に損害が発生し

た場合、一切その責任を負わないものとします。 

3. サービス提供者は、火災、地震、落雷、風水害、その

他天災地変、または異常電圧などの外部的要因その

他の不可抗力による通信機器等の故障、破損または

滅失等に関しては、一切その責を負わないものとし

ます。 

4. サービス提供者は、本サービスにかかるサービス利

用者が加入する光回線およびサービス利用者が加入

する光回線に付随する回線接続装置、屋内配線等の

設置、撤去、修理または復旧の工事にあたって、サー

ビス利用者の動産、不動産に損害を与えた場合に、そ

れがやむを得ない理由によるものであるときは、そ

の損害を賠償しません。 

5. サービス提供者は、サービス利用者がサービス提供

者の回線終端装置、屋内配線およびネットワーク接

続装置に対してサービス提供者の許可なく設定変更

等を行ったことにより発生したいかなる損害に対し

ても、一切その責を負わないものとします。 

第 12 条（契約終了時の措置） 

サービス提供者は、本サービスの利用期間が満了した日

をもって、サービス利用者への提供サービスの提供を終

了するものとします。 

第 13 条（その他） 

その他の事項については、サービス契約のとおりとしま

す。 
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